
【回覧】 

★ みんなで つくろう 安心のまち ★ 
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東近江警察署 
ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

エスポ君 

６月中の犯罪発生状況 （東近江警察署管内） 

刑法犯認知件数 51 件【６月中に被害届が受理された件数】〈暫定値〉 
(うち窃盗犯 31 件)  

■主な街頭犯罪の発生状況■ 
万引き  １７件  自転車盗  ４件（うち無施錠 ２件）  

侵入盗   １件 

～１０年以下の懲役または５０万円以下の罰金～ 

レジの位置や商品の陳列を工夫して、店内の死角をなくしましょう。 

防犯カメラなどの防犯機器を活用しましょう。 

「挨拶」や「声かけ」を積極的に行いましょう。 

社会の「万引き軽視」の風潮が、規範意識の低下を招きます。 

「万引きを見逃さない」という厳しい目を持ち、お店の人に知らせましょう。 

東近江警察署管内の万引き被害の発生状況（暫定値） 

令和２年１月～６月 ６０件 【前年同時期比＋１２件】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ 昨年度の最優秀作品（小学生の部） 

＊中学生の部 中学１、２、３年生 
＊小学生の部 小学４、５、６年生 

 

＊作品の大きさ 四つ切サイズ（540㎜×380㎜）相当 
【裏面に氏名、ふりがな、電話番号、学校名及び学年 

を明記】 
 

令和２年８月２４日（月）必着 
 

 
＊振り込め詐欺被害防止に関するもの 
＊子どもと女性の犯罪被害防止に関するもの 
＊自転車盗難被害防止に関するもの 
＊非行防止に関するもの 

（薬物乱用防止、万引き防止など） 
＊暴力団追放に関するもの 
＊安全で安心なまちづくり全般に関するもの 

（交通安全に関するものは含みません） 

＊応募作品は１人１点とします。（参加賞あり） 
＊最優秀作品の版権は、主催者に帰属します。（最優秀作品を使用した啓発資材 

の作成を予定しています。）啓発資材には、学校名、学年及び氏名を掲載します。 
＊応募作品はお返しします。 
＊入賞者の学校名、学年及び氏名を公表します。 

 

東近江・愛知地区防犯自治会事務局（東近江市総務部防災危機管理課内） 

〒527-8527 東近江市八日市緑町１０番５号 

IP:050-5801-5617 TEL:0748-24-5617  

FAX:0748-24-0752 

▲ 昨年度の最優秀作品 

（中学生の部） 


